
金融ＡＤＲ制度への対応

　私ども結城信用金庫は、社会的責任と公共的使命を果たすため、反社会的勢力に対し毅然とした態度で臨み、断固たる
態度でその関係を遮断し排除していくことにより、公共の信頼を維持し、業務の適切性及び健全性の確保に努めます。

１．当金庫は、反社会的勢力との取引を含めた関係を遮断し、不当要求に対しては断固として拒絶します。
２．当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対し、職員の安全を確保しつつ組織として対応し、迅速な問題解決に努めます。
３．当金庫は、反社会的勢力に対して資金提供、不適切・異例な取引および便宜供与は行いません。
４．当金庫は、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、暴力追放推進センター、弁護士などの外部専門機関と緊密な連
　 携関係を構築します。
５．当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対抗措置を講じる等、断固たる態度で対応します。

反社会的勢力に対する基本方針

　コンプライアンスとは、日常業務を行うにあたり法令や法令に基づく各種のルールや庫内規程、社会的規範を遵守
することをいいます。
　当金庫が、地域社会の一員として地域の皆さまに信頼していただくためには、コンプライアンス態勢の強化に努め
ることが最も重要であると考えております。

法令等遵守の態勢

　当金庫は、信用金庫法第36条第5項第5号及び同法施行規則第23条に基づき、当金庫の業務の適正を確保する
ため「内部管理基本方針」を制定し、コンプライアンス態勢の整備に取組んでおります。

当金庫の取組姿勢

　今後とも、コンプライアンスを経営の基本と位置づけ、積極的に取組んでまいります。

　当金庫は、信用金庫法第36条第5項第5号及び同法施行規則第23条に基づき当金庫及び当金庫の子法人等からなる
集団(以下「当金庫グループ」という。)の業務の適正を確保するための体制（以下「内部管理」という。）を整備しています。

1．当金庫グループの役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
2．理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
3．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
4．理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
5．当金庫グループにおける業務の適切性を確保するための体制
6．監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項
7．監事の職務を補助すべき職員の理事からの独立性に関する事項
8．当金庫グループの役職員が監事に報告をするための体制、その他の監事への報告に関する体制
9．その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制

内部管理基本方針

[苦情処理措置]
　当金庫は、お客さまからの苦情のお申し出に公正かつ的確に対応するため業務運営体制・内部規則を整備し、その
内容をホームページ、パンフレット等で公表しています。
　苦情は、当金庫営業日（９時～17時）に営業店（電話番号は22ページ参照）またはリスク統括部（電話：0120－208
－705）にお申し出ください。
[紛争解決措置]
　当金庫は、紛争解決のため、当金庫営業日に上記リスク統括部または全国しんきん相談所（９時～17時、電話：03－
3517－5825）にお申し出があれば、東京弁護士会（電話：03－3581－0031）、第一東京弁護士会（電話：03－3595
－8588）、第二東京弁護士会（電話：03－3581－2249）、埼玉県弁護士会（電話：048－710－5666）の仲裁セン
ター等にお取次ぎいたします。また、お客さまから各弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。

法令等遵守（コンプライアンス）の態勢
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